
別紙1

随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

港湾局工務課設備係　（電話番号595-6318）

地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

件 名

根 拠 法 令

契約の相手方

随 意 契 約 の
理 由

　　当該業務は、六甲アイランド及びポートアイランドに設置されているガントリークレーンの維
持管理を実施するものである。（対象のガントリークレーン：PI 2号機、六甲7号機、六甲13号
機）

　当該ガントリークレーンは全て川崎重工業株式会社独自の技術により、設計製作を行ったガ
ントリークレーンである。その構造・仕組みをはじめ、機械装置・電気制御装置、システム及び
プログラム等は、製造メーカー以外の他者では保守点検、整備及び補修は不可能であり、必
要な部品の調達が出来ない。
　上記業者は、当該ガントリークレーンの設計製作を行った川崎重工業株式会社のメンテナン
ス業務について移管されており、本業務の実施に必要不可欠な技術を有すると共に、必要な
部品の調達が出来る唯一の業者である。（川崎重工業株式会社の１００％出資子会社）
よって、上記業者との特命随意契約を行うものである。

公共クレーン維持管理等業務

川重ファシリテック株式会社


